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資料３



 
 

平成 22 年 2 月に中野区は第 5期中野区住宅政策審議会に対し、中野区共同住宅等建築

指導要綱(以下｢指導要綱｣という。)の見直しについて、盛り込むべき内容等を諮問しまし

た。これを受け同審議会は審議を重ね、8月に区長へ答申を行いました。答申では、指導

要綱の条例化を前提とし、条例に盛り込むべき内容が示されました。 

区はこの答申を踏まえて、新たに制定する条例の名称を「（仮称）中野区集合住宅の建

築及び管理に関する条例」とし、制定に向けた考え方をとりまとめました。この考え方を

もとに、条例制定のためのパブリック・コメント手続きに先がけて、区民の皆さまとの意

見交換会を行うものです。 

 

 

１．条例制定の必要性 

最低居住面積水準の見直しや「新しい中野をつくる 10 か年計画（第 2次）」（平成 22

年 3 月策定）に示された「ワンルームマンションの抑制と共同住宅の居住環境等の向上」

を戦略的に実現するため、指導要綱の内容を見直し、より実効性のある条例とすること

が必要であることから、新たに条例を制定することといたしました。 

 

２．条例制定のポイント 

①ファミリータイプ住戸の供給の促進 

②住生活基本計画（平成 18 年）に示された居住水準への対応など、居住環境の一層の

改善 

③環境負荷低減、高齢者居住対応など、新たな課題への取組 

④地域コミュニティの形成促進、及びゴミ出し問題等、地域課題発生の予防    

 

３．今後の予定 

平成 22 年 12 月下旬～23 年１月上旬 

 パブリック・コメント手続の実施 

平成 23 年  2 月    「（仮称）中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例（案）」議

会提案予定 
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「（仮称）中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例」制定に向けた考え方について 

 

１ 総則 

１－１ 目的 

この条例は、集合住宅の建築及び管理に関して基本的な基準を定めることにより、集合

住宅の居住水準及び周辺環境等の維持向上、並びに家族世帯向け住宅の供給促進を図り、

多様な世代が安心して快適に暮らせる活力と魅力にみちたまちを実現することを目的とす

る。 

 【考え方】 

  ・条例化の必要性 

中野区共同住宅等建築指導要綱（以下「指導要綱」という）は、共同住宅等の居住

水準の維持向上を図るために平成３年に制定され、以後、指導要綱の内容についても

区民や事業者等の概ねの理解を得て着実に運用されているところである。しかし、最

低居住面積水準が変更されたことなどから、内容の一部見直しが必要となっている。 

更に、「新しい中野をつくる１０か年計画（第２次）」（平成２２年３月策定）に

示された「ワンルームマンションの抑制と共同住宅の居住環境等の向上」を戦略的に

実現するためには、指導要綱の内容を大幅に見直すとともに、より実効性のある条例

とすることが必要である。 

・条例化のポイント 

⑴ファミリータイプ住戸の供給の促進 

⑵住生活基本計画（平成18 年）に示された居住水準への対応など、居住環境の一層

の改善 

⑶環境負荷低減、高齢者居住対応など、新たな課題への取組 

⑷地域コミュニティの形成促進、及びゴミ出し問題等、地域課題発生の予防 

 

１－２ 用語の定義 

この条例で使用する用語は、次に掲げるものを除くほか、建築基準法（昭和 25 年法律第

201 号。以下、「法」という）及び建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）で使用する

用語の例による。 

⑴ 集合住宅 共同住宅、長屋、寮及び寄宿舎並びにこれらに類するもので区長が定め

るものをいう。 

⑵ ファミリータイプ住戸 住戸の形式が複数の居室と玄関、台所、便所、浴室等を備

えた専用面積が 40 平方メートル以上の住戸をいう。 

⑶ 建築 法第 2 条第 13 号に規定する建築又は建築物の用途の変更（法第 87 条第 1 項

において準用する法第 6 条第 1 項及び第 6 条の２第 1 項の規定による確認を必要とす

る用途の変更並びに第 18 条第 1 項による計画通知を必要とする用途の変更に限る。）

をいう。 

⑷ 建築主 集合住宅に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自ら

その工事をする者及び建築物の用途の変更（法第 87 条第 1 項において準用する法第 6

条第 1 項及び第 6 条の２第 1 項の規定による確認を必要とする用途の変更並びに第 18

条第 1 項による計画通知を必要とする用途の変更に限る。）をする者をいう。 

⑸ 住宅関連事業者 集合住宅の建築主、賃貸、取引の媒介、管理その他住宅に関連し

た事業を業として行う者をいう。 

⑹ 特定集合住宅 階数が 3 以上（居室を有しない地階を除く）の集合住宅で、住戸の

数が 12 戸以上のものをいう。 

⑺ 小規模集合住宅 住戸の数が 6 戸以上 12 戸未満の集合住宅及び住戸の数が 12 戸以

上で特定集合住宅に該当しないものをいう。 

⑻ 近隣関係住民 建築しようとする集合住宅の建築物壁面からその高さの 2倍の水平

距離の範囲内にある土地又は建築物に関して権利を有する者及び当該範囲内に居住す

る者 
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 【考え方】 

・対象 

  共同住宅のみならず、長屋形式のものや寮、寄宿舎なども含めた集合住宅全体を本

条例の規制対象とする。 

・ワンルームタイプ住戸の定義 

国の住生活基本計画の都市居住型共同住宅における単身者の誘導居住水準が 40 平

方メートルであることから、これに満たない 40 平方メートル未満をワンルームタイプ

住戸と定義する。この 40 平方メートルというのは３人世帯の最低居住水準ともなって

いる。そのため、ファミリータイプ住戸は 40 平方メートル以上と定義する。(現在の

共同住宅等建築指導要綱は、住宅建設五箇年計画に基づく水準として定められた３人

世帯の最低居住面積３９㎡を附置義務の住宅面積基準としている。) 

  ・対象規模 

    指導要綱においては、対象となる集合住宅を、第1 種及び第2 種低層住居専用地域に

建築するものについては地上3 階建て以上かつ戸数12 戸以上のものとし、その他の用

途地域に建築するものについては地上3 階建て以上かつ戸数15 戸以上のものとしてい

る。 

条例化にあたっては、区内全域を同一の対象規模とするものとし、地上3 階建て以

上かつ戸数12 戸以上の集合住宅に条例を適用する。 

 

１－３区長の責務 

区長は、条例の目的を達成するため、区民及び住宅関連事業者の理解と協力の下に、集

合住宅の建築及び管理について適切な指導及び助言を行うよう努めなければならない。 

 

１－４ 住宅関連事業者の責務 

住宅関連事業者は、集合住宅の建築及び管理に当たり、周辺環境への影響に配慮し、円滑

な近隣関係の保持に努めるとともに、集合住宅の良好な生活環境の維持に努めなければなら

ない。 

 【考え方】 

・集合住宅では住宅の新築に限らず、既存マンションなどを含めた既存住宅ストックの

適正な管理を図ることも必要であることから、建築の他、適正な維持管理を含める。 

 

２ 建築計画の周知等 

２－１ 標識の設置等 

１ 建築主は、特定集合住宅を建築しようとするときは、近隣関係住民に建築に係る計画

の周知を図るため、当該建築敷地の見やすい場所に、中野区規則(以下「規則」という。)

で定めるところにより標識を設置しなければならない。 

２ 前項の場合において、中野区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条

例（昭和５３年１０月中野区条例第40号。以下「紛争予防条例」という）の適用を受け

るときは、紛争予防条例第５条第１項に規定する標識に、規則で定める事項を記載する

ことをもって、前項の標識の設置に代えることができる。 

３ 建築主は、第１項の規定により標識を設置したときは、その旨を規則で定めるところ

により、区長に届け出なければならない。 

 【考え方】 

・建築主に対し、特定集合住宅の建築に係る紛争を未然に防止するため、建築を計画す

るに当たっては、近隣関係住民に計画を十分周知させることを求める。 

 

 

２－２ 建築計画書の提出 

１ 建築主は、標識設置届出に当たって、規則で定める建築計画書を区長に提出しなければ

ならない。 
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２ 小規模集合住宅を建築しようとする建築主は、規則で定める日までに建築計画書を区長

に提出しなければならない。 

３ 区長は、前２項により建築計画書の提出があった場合は、当該建築計画書の内容につい

て審査し、建築及び管理に関する基準に適合していないと認めるときは、当該建築主に対

して必要な措置をとるよう要請することができる。 

 【考え方】 

建築主に建築計画書の提出を義務づけ、建築計画が本条例で規定する建築及び管理に

関する基準に適合することの確認等を行い本条例の実効性を確保する。 

 

２－３ 建築計画変更の届出 

１ 建築計画書を提出した建築主は、建築計画書の内容の変更をしようとするときは、速や

かに規則で定める建築計画変更書を区長に届け出なければならない。 

２ 区長は、前項により建築計画変更書の提出があった場合は、当該建築計画変更書の内容

について審査し、建築及び管理に関する基準に適合していないと認めるときは、当該建築

主に対して必要な措置をとるよう要請することができる。 

 

２－４ 説明会の開催等 

１ 建築主は、特定集合住宅を建築しようとする場合には、建築に係る計画の内容について、

説明会等の方法により、近隣関係住民に説明しなければならない。ただし、近隣関係住民

のうち、当該範囲内に居住する者以外の者で当該範囲内の土地又は建物に関し権利を有す

る者に対する説明は、当該権利を有する者から申出があつた場合に限るものとする。 

２ 建築主は、前項の規定により行った説明会等の内容について、規則で定める日までに区

長に報告しなければならない。 

３ 建築主が中野区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例（昭和 53 年

中野区条例第 40 号）の規定による説明会を実施した場合は、第 1 項の規定による説明会

が実施されたものとみなすことができる。 

 【考え方】 

   本条例の適用となる特定集合住宅は、その殆んどが中野区中高層建築物の建築に係る紛

争の予防と調整に関する条例により説明会の開催等が義務付けされていることから、この

条例の手続きとの整合をはかる。 

 

３ 建築及び管理に関する基準 

３－１ 特定集合住宅の建築に関する基準等 

１ 建築主は、建築しようとする特定集合住宅の住戸（寮及び寄宿舎の住室を含む。）の専

用面積を 25 平方メートル以上としなければならない。 

２ 建築主は、建築しようとする特定集合住宅の住戸総数から 11 を減じた数の２分の１以

上（小数点以下切り上げ）の戸数をファミリータイプ住戸としなければならない。 

３ 前項の規定は、区長が別途定める内容により環境負荷低減に配慮したものについては、

「２分の１」を「５分の１」と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、高齢者が円滑に入居できるように配慮がされたもの又は高齢者・障害

者が円滑に居住できるように配慮がされたものとして区長が認めるものには、適用しな

い。 

５ 建築主は、建築しようとする特定集合住宅を規則で定める建築計画基準に適合させなけ

ればならない。 

６ 建築主は、建築しようとする特定集合住宅を規則で定める建築計画上の留意事項に沿っ

たものとするように努めなければならない。 

 【考え方】 

  ・住戸の専用床面積 

指導要綱においては、対象となる集合住宅を建築する場合は、全住戸について、第

１種及び第２種低層住居専用地域にあっては20平方メートル以上、その他の用途地域
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については18平方メートル以上とするものとしている。 

条例化にあたっては、これらを住生活基本計画（平成18 年）に示された水準（以下、

「新たな水準」という）に引き上げるものとし、対象となる集合住宅（小規模集合住

宅を除く）を建築する場合、全ての住戸の専用床面積を25平方メートル（単身世帯の

最低居住面積水準）以上とする。 

  ・ファミリータイプ住戸の供給促進 

指導要綱においては、対象となる集合住宅を建築する場合、全住戸数の５分の1 以

上の住戸について、専用床面積を39平方メートル以上（ただし、全住戸数が15 未満の

もの及び寮又は寄宿舎の用途に供するものである場合を除く）とすることとしている。 

条例化にあたっては、専用床面積が40平方メートル（新たな水準に示された世帯人

数３人の場合の最低居住面積水準）以上の住戸をファミリータイプ住戸とし、ファミ

リータイプ住戸の戸数の割合を全住戸数の半分程度以上にする。 

  ・環境負荷低減の取組への誘導 

対象となる集合住宅を建築する場合に、環境負荷低減の取組への誘導環境負荷低減

の取組をするものについては、ファミリータイプ住戸の戸数の割合の規定を緩和する。 

  ・障害者・高齢者対応住戸供給の促進 

障害者・高齢者対応住戸供給を促進するため、バリアフリー仕様や高齢者円滑入居

賃貸住宅登録等に対応した住戸を一定程度含む集合住宅を建築する場合、ファミリー

タイプ住戸の戸数の割合の規定を緩和する。 

  ・建築計画基準 

    ①居室の 天井の高さ 

    ②壁及び床の厚さ 

    ③隣地境界線との距離 

    ④管理人室 

    ⑤自動車駐車場 

    ⑥自転車等置場 

    ⑦ごみ置場 

    ⑧リサイクル 資源集積所 

    ⑨防火水槽の設置 

  ・建築計画上の留意事項 

    ①騒音対策 

    ②排気対策 

    ③防犯対策 

    ④プライバシー保護対策 

    ⑤周囲の景観との調和 

    ⑥既存樹木の保存及び敷地内の緑化 

      

３－２ 特定集合住宅の管理に関する基準 

 住宅関連事業者は、建築した特定集合住宅について、規則で定める管理に関する基準によ

り当該特定集合住宅を良好に維持管理しなければならない。 

 【考え方】 

  ・管理に関する基準 

    ①管理体制 

    ②連絡先等の明示 

    ③入居者管理規則の作成及び入居者への周知 

    ④清掃事務所との協議 
 
３－３ 小規模集合住宅の建築等に関する基準 

建築主は、建築しようとする小規模集合住宅を、規則で定める建築等に関する基準に適合

させるように努めなければならない。 
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 【考え方】 

・建築等に関する基準 

  ①ごみ置き場の設置 

  ②連絡先等の明示 

  ③入居者管理規則の作成及び入居者への周知 

  ④ 管理体制 

 

４ 工事の完了の届出 

４－１ 工事完了の届出 

１ 建築主は、特定集合住宅及び小規模集合住宅の建築に関する工事が完了したときは、規

則で定めるところにより、遅滞無く区長に届け出なければならない。 

２ 区長は、前項の規定による届出の内容が建築及び管理に関する基準に適合していないと

認めるときは、当該建築主に対し、必要な措置を講ずるように要請するものとする。 

３ 建築主及び所有者等は、第 1項の規定による届出の内容について、規則で定める事項に

変更が生じたときは、速やかに区長に届け出なければならない。 

 

５ 報告及び勧告等 

５－１ 報告の徴収 

 区長は、この条例を施行するために必要があると認めるときは、住宅関連事業者に対し、

集合住宅の建築又は当該建築後の管理に関し必要な報告を求めることができる。 

 

５－２ 勧告及び公表等 

１ 区長は、次に掲げる者に対し、期限を定め、必要な措置を講ずるよう勧告することがで

きる。 

⑴ 標識設置届出を行わない者 

⑵ 建築計画書を提出しない者 

⑶ 区長の要請に応じない者 

⑷ 説明会等の報告を行わない者 

⑸ 工事完了届出をしない者 

⑹ 建築又は管理に関する報告を行わない者 

２ 区長は、前項の規定による勧告に従わない者に対し、特に必要があると認めるときは、

規則で定めるところにより、その事実を公表することができる。 

３ 区長は、前項の公表を行う場合は、当該公表の対象となるべき者にあらかじめその旨を

通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。 

４ 前項に定める他、区長は本条例の適正な運用のために必要な措置をとるものとする。 

 【考え方】 

   区長は、本条例の目的を達成するため関係者に必要な措置を講ずるよう勧告をすること

ができることとし、関係者が勧告に従わなかった場合、特に必要があると認めるときは、

社会的責任を果たさなかったものとしてその事実を公表することができる。 

 

６ 雑則 

６－１ 既存の特定集合住宅及び小規模集合住宅の適合 

１ 住宅関連事業者は、建築及び管理に関する基準について、既存の特定集合住宅及び小規

模集合住宅についても適合させるように努めなければならない。 

２ 区長は、前項の内容を区民及び住宅関連事業者に対して周知するものとする。 

 

６－２ 地域コミュニティの形成促進 

 住宅関連事業者は、集合住宅に入居しようとする者に対して当該集合住宅が存する地域の

町会、自治会への加入促進に関する情報提供を行うように努めなければならない。 
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６－３ 本条例の運用状況の公表 

 区長は、本条例の運用状況について、別途定める内容を、適宜、公表するものとする。 

 【考え方】 

    ･条例運用のモニタリング 

区は、条例化後の運用状況について、ホームページ等により公表をするものとする。 

 

６－４ 一の建築物とみなす場合の特例 

法第８６条第1項及び第2項並びに法第８６条の２第1項の規定による認定を受けること

となる建築物を建築する場合において、当該認定を受けることにより同一敷地内にあるとみ

なされる２以上の建築物を一の建築物とみなすと当該一の建築物とみなされたものが特定

集合住宅または小規模集合住宅に該当するときは、一の建築物とみなされたものを特定集合

住宅または小規模集合住宅とみなして、この条例を適用する。 

  

６－５ 経過措置 

 この条例の施行の際中野区共同住宅等建築指導要綱（平成３年要綱第１５号）第８条の規

定により事前協議が終了している特定集合住宅の建築計画については、この条例は適用しな

い。 

 

６－６ 規則への委任 

この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

 

 


